
１　宅地建物取引業の免許とは
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。

　　宅地建物取引業法も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。

　　これは、一般的に宅地建物取引を業として行うことを禁止して、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合にのみ、業を適法に営むことができる制度です。

　　宅地建物取引業（以下「宅建業」といいます。）とは、
　　一般的に、不特定多数を相手方として、次に掲げる行為を反復又は継続して行い、
　　社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

	区　分
	宅　地　又　は　建　物

	
	自　己　物　件
	他人の物件

（ 代 理 ）
	他人の物件

（ 媒 介 ）

	売　買
	○
	○
	○

	交　換
	○
	○
	○

	貸　借
	×
	○
	○


　　

　　　　※　不動産賃貸業（貸家貸室業等）、不動産管理業（メンテナンス業等）、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。 

＜参　考＞　免許を受けなければならないもの　（宅地建物取引業法 第３条）
1 宅地又は建物の売買又は交換をする行為を業として営もうとする者

2 宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介をする行為を業として営もうとする者

２　免許の区分
　　宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。
　
　個人免許は、個人が宅建業を営むためのものであり、
法人の免許は、株式会社、有限会社、公益法人及び事業協同組合等、商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。

　
宅建業の免許を与える者は、国土交通大臣又は都道府県知事です。

　（宅地建物取引業法 第３条）

国土交通大臣の免許は、二以上の都道府県の区域内にわたり宅建業を営むため事務所が設置される場合です。
都道府県知事の免許は、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合です。
※　免許はその個人又は法人に対し交付をされるもので、相続、譲渡、交換、売買の対象にはなりません。



３　免許の有効期間
　国土交通大臣または都道府県から与えられた免許は、永久に有効ではありません。
　この免許を与えられた資格は、時の経過により変動する性質のものであるから、基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許の取消し等の措置をとる場合があります。
　したがって、ある一定期間ごとに、定期的に、免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要となります。
　宅地建物取引業法（以下「宅建業法」といいます。）では、宅建業免許の有効期間を５年とし、５年ごとに免許基準に合致しているか否かを再び判定することとしています。
　この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して５年後の免許を受けた応答日をもって満了となります。この場合、当該期間の末日が日曜日、休日等であっても、その日をもって満了となります。　（宅建業法 第３条）
ちなみに、引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の９０日前から３０日前までの間、更新の免許申請手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合は、有効期間満了の日の翌日からは、宅建業を営むことができなくなります。　（宅建業法施行規則 第３条）
　　　《　例　》　

[image: image1]
４　免許を受けるための要件
　
宅建業の免許の申請はだれでも自由にできますが、宅建業法に規定する要件に適合しなければ免許されません。
別途、記載しています「免許基準（免許を受けれない欠格要件）」等の重要な注意事項をご覧いただき、免許の申請を行って下さい。
【　免許申請者　】
　宅建業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできますが、
特に、法人の場合は、商業登記簿に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。この事項の定めのない場合は、免許申請をする者にあたらないことになります。
　
また、申請書の商号又は名称が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合は、その商号等を用いて申請しても免許されないので、あらかじめ充分な調査が必要です。

　商号として不適当なものは、

1 法令等で禁止されているもの。

2 流通機構とまぎらわしいもの。

「○○○不動産部、○○○流通センター、○○○流通機構、○○○住宅センター、

○○○不動産センター、○○○情報センター、○○○不動産情報センター」など。

3 公共団体、公的機関とまぎらわしいもの

　
宅地建物取引業免許の概要





■よくあるお問い合わせ


親の免許を子が引き継げるの？ 














○　個人免許は、当該個人に一身専属的に行われた行政行為で、財産などと違い相続の対象にはなりません。親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。


　　契約した物件や金銭は相続対象となりますから、宅建業を引き継がれる場合は、子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。


　


○　法人の場合も同様に当該法人に対する免許であり、債権債務の譲渡は行えても免許の譲渡はできません。合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となります。


　　ただし、法人・個人とも清算業務のみ引き継がれる場合は、宅建業法76条に「見做し業者」の定めがあります。
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